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   第 ３ 回  熊本県議会  厚生常任委員会会議記録 

 

令和４年６月15日(水曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時22分休憩 

            午前11時29分開議 

            午後０時０分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 令和４年度熊本県一般会計補

  正予算(第３号) 

議案第２号 専決処分の報告及び承認につ

  いてのうち 

 議案第３号 専決処分の報告及び承認につ

  いてのうち 

 議案第18号 令和４年度熊本県一般会計補

  正予算(第４号) 

 報告第１号 令和３年度熊本県一般会計繰

  越明許費繰越計算書の報告についてのう

  ち 

 報告第４号 令和３年度熊本県一般会計事

  故繰越し繰越計算書の報告についてのう

  ち 

 報告第10号 令和３年度熊本県病院事業会

計建設改良費繰越額の使用に関する計

画の報告について 

 報告第12号 専決処分の報告について 

報告第13号 専決処分の報告について 

 報告第16号 歯科保健対策の推進に関する

  施策の報告について 

 報告第19号 専決処分の報告について 

 閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ 

いて 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 岩 本 浩 治 

        副委員長 南 部 隼 平 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 内 野 幸 喜 

委  員 髙 木 健 次 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 松 村 秀 逸 

        委  員 山 本 伸 裕 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

健康福祉部 

部 長 沼 川 敦 彦 

政策審議監 三 牧 芳 浩 

医 監 池 田 洋一郎 

長寿社会局長 柴 田 英 伸 

子ども・ 

障がい福祉局長 木 山 晋 介 

健康局長 下 山   薫 

健康福祉政策課長 井 藤 和 哉 

健康危機管理課長 椎 場 泰 三 

高齢者支援課長 下 村 正 宣 

認知症対策・         

地域ケア推進課長 本 田 敦 美 

社会福祉課長 原 田 義 隆 

子ども未来課長 木 村 和 子 

子ども家庭福祉課長 岩 村 聡 子 

障がい者支援課長 米 澤 祐 介 

医療政策課長 阿 南 周 造 

  国保・高齢者医療課長 池 永 淳 一 

健康づくり推進課長 岡   順 子 

薬務衛生課長 樋 口 義 則 

病院局 

病院事業管理者 渡 辺 克 淑 

総務経営課長 川 上 竜 也 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 泗 水 靖 希 

   政務調査課主幹 植 田 晃 史 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○岩本浩治委員長 おはようございます。 
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 定刻になりましたので、ただいまから、第

３回厚生常任委員会を開会いたします。 

 本日は、新型コロナウイルス感染症対策と

して、３密を防ぐため、次第に記載のとお

り、執行部を２つのグループに分け、それぞ

れのグループごとに執行部の説明及び質疑を

行い、全ての質疑応答が終了した後に、一括

して採決を行うこととしております。 

 また、本日の委員会はインターネットで中

継しておりますので、委員並びに執行部にお

かれましては、発言内容が聞き取りやすいよ

うに、マイクに向かって明瞭に発言をいただ

きますようお願いいたします。 

 それでは、本委員会に付託された議案等を

議題とし、これについて審査を行います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔に行ってくださ

い。 

 初めに、健康福祉部長から総括説明をお願

いいたします。 

  

○沼川健康福祉部長 おはようございます。 

 議案の説明に先立ちまして、新型コロナウ

イルス感染症及び令和２年７月豪雨への対応

について御説明申し上げます。 

 まず、新型コロナウイルス感染症への対応

についてです。 

 本県においても５月の大型連休後に感染者

数が増加しましたが、その後は、緩やかな減

少傾向に転じ、病床使用率は15％程度となっ

ています。しかしながら、本県を含む九州

は、全国的に見ると人口10万人当たりの感染

者数がまだまだ多く、本県では、高齢者施設

等でのクラスターも続いております。 

 そこで、高齢者施設等における対応を強化

するため、現在、医療従事者等を派遣し、施

設内での感染拡大防止や医療的支援を実施す

る体制整備を進めているところです。 

引き続き、今後の感染状況等を注視してま

いります。 

 ワクチンの３回目接種については、全国の

中でも早いペースで接種が進み、既に全県民

の６割以上が接種を完了しています。 

 また、60歳以上の方や基礎疾患を有する方

に対する４回目接種については、既に先月か

ら７市町村で接種が始まっており、今月中に

は、ほぼ全ての市町村で開始される予定とな

っています。 

 引き続き、円滑な接種に向け、実施主体で

ある市町村への支援を行ってまいります。 

 次に、令和２年７月豪雨への対応について

です。 

 甚大な被害をもたらした豪雨災害から、来

月で２年を迎えようとしています。 

 仮設住宅等に入居されている方は、ピーク

だった令和３年１月末の1,814世帯、4,217人

から徐々に減少し、令和４年５月末時点で

は、1,216世帯、2,664人と、３分の２程度ま

で減少しています。 

 県独自の支援策や地域支え合いセンターに

よる訪問活動などにより、令和６年３月に

は、全ての被災者が住まいの再建のめどを立

てられるよう、被災された方々に寄り添い、

きめ細かな支援を継続してまいります。 

 続きまして、本議会に提出しております健

康福祉部関係の議案の概要について御説明い

たします。 

 今回提出しておりますのは、予算関係４議

案、報告６件でございます。 

 まず、予算関係ですが、議案第１号、令和

４年度熊本県一般会計補正予算では、新型コ

ロナ対応分として、新型コロナウイルス感染

症患者の入院医療費及び外来診療費の公費負

担に要する経費など21億1,000万円余の増

額、通常分として、市町村が行う児童虐待未

然防止、早期対応等に関する相談機関の整備

に要する経費など５億3,000万円余の増額

で、総額26億5,000万円余の増額をお願いし

ております。 

 また、議案第２号及び議案第３号の専決処
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分の報告及び承認については、新型コロナ対

応分として、高齢者施設等に対する医療支援

チームの派遣に要する経費について１億

5,000万円余を、低所得の子育て世帯生活支

援特別給付金に要する経費について２億

8,000万円余をそれぞれ増額する専決処分を

行っており、その承認をお願いするもので

す。 

 また、６月補正予算の追号となります議案

第18号、令和４年度熊本県一般会計補正予算

では、新型コロナ対応分として、低所得の子

育て世帯生活支援特別給付金の本県独自上乗

せ分の支給に要する経費など、総額８億

5,000万円余の増額をお願いしております。 

 次に、報告関係につきましては、報告第１

号、令和３年度熊本県一般会計繰越明許費繰

越計算書の報告について外５件を御報告させ

ていただきます。 

 なお、このうち、第13号及び第19号の職員

による交通事故の損害賠償額の決定と和解に

つきましては、１つの交通事故案件に対し、

２回の専決処分を実施する事案が生じまし

た。 

今後、このようなことがないよう、確認と

チェックを徹底してまいります。 

 以上が今回提案しております議案の概要で

す。 

 詳細につきましては、関係各課長が説明い

たしますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

○岩本浩治委員長 引き続き、前半グループ

の健康福祉部８課の議案について、執行部か

ら説明をお願いします。 

 それでは、第１号議案から説明をお願いし

ます。 

 

○椎場健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 令和４年度６月補正予算関係について御説

明を申し上げます。 

 厚生常任委員会説明資料の２ページを御覧

いただきたいと思います。 

 まず、上段の予防費でございます。20億

6,973万円余の増額補正をお願いしておりま

す。 

 説明欄１の感染症予防費、(1)の新型コロ

ナウイルス感染症保健所機能強化事業でござ

います。 

これは保健所の業務支援に要する経費でご

ざいまして、本庁からの応援派遣に要する経

費を増額するものでございます。 

昨年１月以降の感染者の急増によりまし

て、現在も、一部の保健所に本庁から応援派

遣を継続しております。そのための経費でご

ざいます。 

 次に、(2)の新型コロナウイルス感染症医

療・検査等体制整備事業でございます。 

これは、新型コロナウイルス感染症患者の

入院医療費及び外来診療費の公費負担に要す

る経費を増額するものでございます。 

現在の第６波の感染拡大が継続しているこ

とを踏まえまして、感染者の大幅な増加が見

込まれることから、補正をお願いするもので

ございます。 

 次に、(3)の新型コロナワクチン接種体制

支援事業でございます。 

こちらは、中小企業等が実施する職域接種

の支援に要する経費でございます。 

事業者からの申請の増額が見込まれること

から、増額をお願いするものでございます。 

 続きまして、下段の食品衛生指導費でござ

います。 

19万円余の増額補正をお願いしておりま

す。 

 説明欄１の食中毒防止対策事業でございま

すが、これは、カネミ油症患者への健康調査

支援金の給付に要する経費でございます。 

カネミ油症は、カネミ倉庫が製造した食用

米ぬか油にＰＣＢが混入し、それを食品を介
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して摂取したことを原因とする健康被害事案

でございます。 

本年１月に県内で新たに１名の方が患者認

定をされました。これに伴いまして、国から

の委託を受けて県で実施しております健康実

態調査事業の支援金等について、増額を行う

ものでございます。 

 健康危機管理課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いします。 

 

○下村高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 引き続き資料の３ページをお願いいたしま

す。 

 ６月補正予算について御説明いたします。 

 まず、老人福祉施設費で2,100万円余の増

額補正をお願いしております。 

 説明欄１の老人福祉施設整備費は、災害時

の断水対策として、高齢者施設等における給

水設備の整備費用を助成するものですが、要

望があった３施設分を計上しております。 

 次に、民生施設補助災害復旧費で15万円余

の増額補正をお願いしております。 

これは、災害復旧費補助金の仕入れ控除税

額に係る国庫返納金でして、令和２年度の災

害復旧費補助金に係る消費税の仕入れ控除額

が確定したことに伴い、国庫分を返納するも

のでございます。 

 以上、合計で2,200万円余の増額補正をお

願いしております。 

 高齢者支援課は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○原田社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 資料の４ページをお願いいたします。 

 生活保護総務費について、4,626万円余の

増額補正をお願いしております。 

 右側説明欄に記載しております１、生活保

護事務費、新型コロナウイルス感染症生活困

窮者自立支援金は、緊急小口資金等の特例貸

付けが限度額に達したこと等により、新たな

貸付けを利用できない生活困窮世帯に対して

支援金を支給するものでございます。 

今回の増額は、国が３月末までとなってい

た申請受付期間を本年８月末まで延長したこ

とを受け、事業の実施に必要な経費を積み増

すものです。 

 ２の国庫支出金返納金、社会福祉費等国庫

支出返納金は、令和３年度住民税非課税世帯

等に対する臨時特別給付金の令和３年度分の

事業費確定に伴う精算返納金でございます。 

 社会福祉課は以上です。御審議のほどよろ

しくお願いします。 

 

○木村子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 資料５ページをお願いいたします。 

 児童福祉総務費につきまして、４億4,900

万円余の増額補正をお願いしています。 

 右側説明欄を御覧ください。 

 安心こども基金積立金は、新たな子育て家

庭支援の基盤を早急に整備していくための支

援に必要な事業費として、国から配分された

子育て支援対策臨時特例交付金を基金に積み

立てるものです。 

 子ども未来課は以上でございます。御審議

よろしくお願いいたします。 

 

○岩村子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 説明資料は６ページをお願いいたします。 

 児童福祉総務費につきまして、5,477万円

余の増額をお願いしております。 

 右側の説明欄に記載しておりますとおり、

１、児童健全育成費につきまして、児童虐待

の未然防止、早期対応のため、国の安心こど

も基金を活用し、市町村が行う母子保健と児

童福祉の一元的なマネジメント体制の構築に

向けた相談機関の整備等に要する経費に対す
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る助成を行うものでございます。 

 子ども家庭福祉課は以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○米澤障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 資料の７ページをお願いいたします。 

 ６月補正について御説明させていただきま

す。 

 障がい者支援課からは、障害者福祉費で86

7万円余の補正をお願いしております。 

これは、説明欄に記載のとおり、国の障害

福祉サービスデータベース等、そういったも

のを構築するというお話がございまして、そ

れに伴います県の福祉総合システムの改修に

要する経費について、増額補正をお願いする

ものでございます。 

 障がい者支援課は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

○岩本浩治委員長 次に、議案第２号の説明

をお願いします。 

 

○椎場健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 令和４年４月28日付専決処分に係る補正予

算について御説明を申し上げます。 

 厚生常任委員会説明資料の９ページをお願

いします。 

 専第２号、専決処分の報告及び承認につい

てでございます。 

 予防費で１億5,156万円余の専決処分をさ

せていただいております。 

 説明欄を御覧ください。 

 新型コロナウイルス感染症医療・検査等体

制整備事業でございます。 

これは、感染者が発生した高齢者施設等に

対する医療支援チームの派遣に要する経費で

ございます。 

 今回の第６波の流行では、県内各地で高齢

者施設等において感染者が発生し、施設内で

長期間にわたり感染拡大するケースや施設内

で療養するケースも発生したところでござい

ます。 

 このため、感染の再拡大に備え、高齢者施

設、医師会、医療機関等の様々な関係者と連

携しまして、感染制御、医療支援等に対応可

能な医師、看護師等を派遣できる体制を各保

健所圏域ごとに構築を行うものでございま

す。 

 現在、各保健所ごとに関係者への説明、医

療支援チームにも参加の意向調査や働きかけ

を進めておりまして、引き続き、全ての圏域

で構築できるように取り組んでいく予定でご

ざいます。 

 健康危機管理課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いします。 

 

○岩本浩治委員長 次に、議案第３号の説明

をお願いします。 

 

○岩村子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 説明資料は11ページをお願いいたします。 

 令和４年度専決処分の報告及び承認につい

て御説明申し上げます。 

 御覧のとおり、母子福祉費につきまして、

２億8,487万円余の増額に係る専決処分につ

いて御報告し、承認をお願いするものでござ

います。 

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化

する中で、物価高騰に直面する低所得の子育

て世帯を対象とした児童１人当たり５万円の

給付金の支給につきまして、国において４月

末に閣議決定されました。 

 これを受けまして、児童扶養手当受給者等

の独り親世帯に支給するための予算を計上し

たものでございます。 

緊急経済対策として国から示された６月中

の支給に対応するために、５月17日付で専決
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処分を行っております。 

 子ども家庭福祉課は以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○岩本浩治委員長 次に、議案第18号の説明

をお願いいたします。 

 

○井藤健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 令和４年度６月補正追号予算関係について

御説明申し上げます。 

 説明資料13ページをお願いします。 

 まず、上段の社会福祉総務費でございま

す。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 １及び２のいずれも、コロナ禍での物価高

騰の影響を受け困難を抱えている方々に対

し、支援を強化することを目的としておりま

す。 

 １の民生委員費は、生活困窮者など支援が

必要な方の増加が懸念される中、地域で重要

な役割を担う民生委員、児童委員の活動促進

のための経費として1,978万円余の増額を、

また、２の社会福祉諸費は、経済的な負担が

増加している生活困窮者や独り親家庭等の支

援を行う団体等の活動に対する助成として、

3,450万円の増額をお願いしております。 

 次に、下段の保健環境科学研究所費でござ

います。 

 右側の説明欄１の管理運営費ですが、こち

らは新規事業で、保健環境科学研究所で行っ

ている新型コロナウイルス等の検体分析業務

をシステム化するものでございます。所要額

として3,173万円余を計上しております。 

 説明資料の14ページをお願いします。 

 保健所費でございます。 

 右側の説明欄１の保健所管理運営費です

が、各保健所において使用している検体保管

用の冷蔵庫等を更新するもので、1,010万円

の増額をお願いしております。 

 以上、総額9,612万円余を計上しておりま

す。 

 健康福祉政策課からは以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○椎場健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 厚生常任委員会説明資料の15ページをお願

いします。 

 上段の予防費で、774万円余の増額補正を

お願いしております。 

 説明欄の感染症予防事業費でございます

が、これは、新型コロナ等の感染症患者搬送

体制確保のために、公用車の更新に要する経

費でございます。 

導入から19年近くが経過しておりまして、

経年劣化が進んでいるため、汎用性の高い車

両へ更新を行うものでございます。 

 続きまして、下段の環境整備費でございま

す。383万円余の増額補正をお願いしており

ます。 

 説明欄の動物愛護推進事業でございます

が、これは、オンライン譲渡会の開催に要す

る経費でございます。 

 新型コロナの感染拡大に伴いまして、動物

愛護センターの譲渡会の開催を見合わせてい

るところでございます。 

現在は、随時センターに来所してもらい、

譲渡を進めていますが、コロナ禍でも開催可

能なオンライン譲渡会を開催することで、多

くの方々に関心を持ってもらい、一頭でも多

くの譲渡につなげていきたいと思っておりま

す。 

 健康危機管理課は以上でございます。御審

議よろしくお願いします。 

 

○下村高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 資料の16ページをお願いいたします。 

 新型コロナ対応分として、老人福祉費で合
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計1,000万円余の増額補正をお願いしており

ます。 

 説明欄(1)の高齢者能力活用推進事業は、

一般財団法人熊本さわやか長寿財団が実施し

ております無料職業紹介事業において、オン

ライン面接を実施するためのＩＣＴ機器等の

整備費用について助成を行うものでございま

す。 

 次に、介護サービス事業所等におけるサー

ビス継続支援事業は、感染者が発生した介護

サービス事業所等に対して、速やかに衛生物

資の配送等を行うための経費について増額を

行うものでございます。 

 高齢者支援課は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○本田認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課でございます。 

 資料の17ページをお願いいたします。 

 老人福祉費でございますが、1,133万円余

の増額補正をお願いしております。 

 説明欄(1)でございますが、認知症診療・

相談体制強化事業は、認知症の方の相談窓口

でございます認知症コールセンターにおける

相談対応や交流会をオンラインで実施するた

めのＩＣＴ機器の整備等に要する経費でござ

います。 

 (2)の「通いの場」における介護予防活動

促進事業でございますが、高齢者の通いの場

への参加促進については昨年度も行っており

ましたが、感染拡大の時期が長引いたもので

すから、引き続き今のような状況の中でも参

加を促進するための広報に要する経費でござ

います。 

 認知症対策・地域ケア推進課は以上でござ

います。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○原田社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 資料の18ページをお願いいたします。 

 生活保護総務費について、500万円の増額

補正をお願いしております。 

 右側の説明欄１の生活保護事務費・矯正施

設等退所者社会復帰支援事業は、刑務所や拘

置所といった矯正施設等を退所した方の就労

支援に要する相談員等の経費の増額をお願い

するものでございます。 

 社会福祉課は以上です。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○木村子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 資料19ページをお願いします。 

 私学振興費につきまして、6,700万円余の

増額補正をお願いしています。 

 右側説明欄を御覧ください。 

 まず、(1)の教育支援体制整備事業は、幼

稚園型認定こども園等における教職員の業務

負担軽減など、新たな日常に対応するＩＣＴ

環境整備を支援するもので、国の補助対象の

拡大に伴い補正を行うものです。 

 (2)の給食費支援事業は、物価高騰による

食材コストの上昇により、給食費の値上がり

等が懸念されることから、新型コロナ対応分

として、私立幼稚園及び認可外保育施設の給

食費に助成を行うものです。 

 なお、私立の保育所等につきましても、市

町村総合交付金のメニューで対応予定です。 

 子ども未来課は以上でございます。御審議

よろしくお願いいたします。 

 

○岩村子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 説明資料は20ページをお願いいたします。 

 社会福祉施設費につきまして、210万円余

の増額をお願いしております。 

これは、説明欄に記載しておりますとお

り、物価高騰等の影響を踏まえまして、コロ

ナ禍でも安全、快適にＤＶ被害者を保護する
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ことができるよう、民間シェルターに対する

助成について、感染防止対策に要する経費な

どを助成対象に追加するなどの拡充を行うも

のでございます。 

 次に、母子福祉費につきましては、５億

2,537万円余の増額をお願いしております。 

 説明欄の１、ひとり親対策費の(1)子ども

食堂活動支援事業につきましては、物価高騰

等の影響を踏まえて、子ども食堂の食材や燃

料費等の運営経費を助成対象に追加するもの

でございます。 

 (2)の低所得の子育て世帯生活支援特別給

付金につきましては、先ほど専決処分で御説

明をいたしました国による給付金の対象とな

ります独り親世帯に対しまして、１世帯当た

り２万円と、児童が２人以上の家庭につきま

しては、第２子以降、児童１人当たり5,000

円の給付金をさらに県独自に支給するもので

ございます。 

総額５億2,748万円余の増額をお願いして

おります。 

 子ども家庭福祉課は以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○米澤障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 説明資料の21ページをお願いいたします。 

 障がい者支援課からは、５件の関係予算の

補正をお願いしております。 

 まず、障害者福祉費でございますけれど

も、３件お願いしております。合計で6,902

万円余の補正をお願いしているところでござ

います。 

 説明欄を御覧いただけますでしょうか。 

 説明欄の(1)の事業につきましては、ｅス

ポーツ等を活用しまして、オンラインでコミ

ュニケーションによる社会参加を促すととも

に、ＩＣＴ機器の操作技術を身につけること

をモデル的に実施することに要する経費でご

ざいます。 

 (2)の事業につきましては、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、生産活動が停滞

している就労継続支援事業所が、生産活動の

再起のために新たな生産活動への転換を行う

場合などに必要な経費として、最大で50万円

の助成を行うものでございます。 

 次に、(3)の事業につきましては、コロナ

禍における受注量の減少に対応するため、令

和２年度に県の補助により構築した共同受発

注システムというものがございますけれど

も、この活用促進を図るためですとか、共同

受注窓口の活動促進を行う団体に対する助成

を行うものでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、次のページ

をお願いします。 

 上段の児童福祉施設費で564万円余の補正

をお願いしております。 

これは、説明欄に記載のとおり、熊本県こ

ども総合療育センターにおける感染防止対策

として、看護における非接触化を図るための

機器の導入ですとか、センター内の抗菌、除

菌等衛生面の強化に要する経費でございま

す。 

 次に、下段の精神保健費で1,280万円の補

正をお願いしております。 

これは、令和４年度の既存事業を拡充し、

自殺予防のための電話相談を行う相談員の人

材確保のための普及啓発等や、令和４年度か

ら開始したＳＮＳ相談の周知強化等に要する

経費でございます。 

 障がい者支援課からは以上でございます。

よろしくお願いいたします。 

 

○岩本浩治委員長 次に、報告第１号の説明

をお願いいたします。 

 

○井藤健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 説明資料は26ページをお願いいたします。 

 報告第１号、令和３年度繰越明許費繰越計
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算書の報告でございます。 

 資料左から４列目の事業名の欄を御覧くだ

さい。 

 まず、上段の福祉総務費と最下段の保健環

境科学研究所設備整備事業費により、新型コ

ロナウイルス等の検査に使用する安全キャビ

ネット用送風機の修繕を行っておりました

が、新型コロナの影響により、年度内での資

機材の調達が困難となったため、それぞれ92

万円余及び50万円を繰り越したものでござい

ます。 

 なお、本事業は、今年の４月末に既に完了

しております。 

 次に、中段の総合福祉センター施設整備事

業費ですが、こちらは新型コロナウイルス感

染症対策のためのトイレ設備等の改修を行う

ものです。 

昨年度９月補正で予算措置を行い、工事に

向けた準備を進めておりましたが、入札が不

調となり、年度内の執行が困難となったこと

から、995万円余を繰り越したものでござい

ます。 

 本事業につきましては、今年11月末には事

業を完了する予定でございます。 

 健康福祉政策課からは以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○椎場健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 繰越明許費繰越計算書について御説明を申

し上げます。 

 説明資料の27ページをお願いします。 

 まず、１の公衆衛生費について、新型コロ

ナワクチン接種体制支援事業費のうち、20億

7,300万円を繰り越しております。 

これは、新型コロナワクチンの追加接種に

ついて年度内の支出が完了しないため、繰越

ししたものでございます。 

 続きまして、２の環境衛生費について、動

物愛護推進事業費のうち、5,468万円余を繰

り越しております。 

これは新動物愛護センター整備事業に要す

る経費でございますが、計画の一部前倒しに

よりまして、年度内の工事の完了が難しいこ

とから繰り越したものでございます。 

 なお、現在進めている第１期の造成工事に

つきましては、８月末に完了しまして、９月

からは、建物本体の建設工事に着手する予定

でございます。 

 健康危機管理課は以上でございます。御審

議のほどをよろしくお願いします。 

 

○下村高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 資料の28ページをお願いいたします。 

 繰越計算書について御説明いたします。 

 民生費の社会福祉費６事業で、合計27億

3,700万円余の繰越しを行っております。 

 上から２段目の介護事業所等支援事業費と

３段目の高齢者施設等感染症対策事業費は、

いずれもコロナ対応分でして、感染症が発生

した介護事業所等の掛かり増し経費への助成

や施設等の従業者に対する集中的検査に要す

る経費でございます。 

２事業合計で18億1,000万円余を繰り越し

ております。 

 残りの４事業は、高齢者施設等への施設整

備に関する助成でして、一番上の施設開設準

備経費助成特別対策事業費、５段目の介護基

盤緊急整備等事業費、そして一番下の老人福

祉施設感染症対策事業費は、いずれも、市町

村を通じて、グループホーム等の施設整備費

用やその開設に伴う準備経費、感染防止対策

のための簡易陰圧装置等の設備整備費用につ

いて助成を行うものでございます。 

 最後に、４段目の老人福祉施設整備等事業

費は、養護老人ホームの移転改築や防災対策

のための非常用自家発電設備の整備に対して

県が直接助成を行うものでして、４施設分、

合計１億8,700万円余を繰り越しておりま
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す。 

 これらの繰越事業は、資材の入手難などの

理由に加え、国の経済対策に伴い繰越しを行

ったものでございます。 

いずれも年度内には完了予定となっており

ます。 

 高齢者支援課の説明は以上です。よろしく

お願いいたします。 

 

○本田認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課でございます。 

 29ページをお願いいたします。 

 繰越計算書について御説明をいたします。 

 事業名、介護予防活動促進事業費でござい

ますが、1,824万円余を繰り越しておりま

す。 

 内容といたしましては、新型コロナウイル

ス感染拡大によって介護予防の拠点でありま

す通いの場が活動自粛となりましたもので、

高齢者の方の運動機能の低下が危惧されます

ことから、運動機能の実際のデータを取ろう

ということで調査を行う予定としておりまし

た。昨年度内に終了する予定でございました

けれども、感染拡大の時期が長引きましたも

のですから、調査期間を今年度前半まで延長

して取り組むものでございます。したがいま

して、繰越しをお願いするものでございま

す。 

 認知症対策・地域ケア推進課は以上です。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○原田社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 資料30ページをお願いします。 

 事業名の欄にあります住民税非課税世帯等

臨時特別給付金事業費の予算328万円余のう

ち、134万円余を今年度に繰り越しておりま

す。 

繰り越した内容は、市町村の給付事業を支

援するための県の事務費でございます。 

 社会福祉課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いします。 

 

○木村子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 資料31ページをお願いします。 

 まず、上段の民生費の欄の放課後児童クラ

ブ施設整備事業費は、４施設分の2,438万

9,000円につきまして、新型コロナ拡大によ

る資材供給遅れ等により、年度内の完了が困

難となり、繰り越しています。 

 なお、工事は、全て今月中に完了する予定

です。 

 次の放課後児童健全育成事業等感染症対策

事業費は、放課後児童クラブのマスクや消毒

液等の購入支援とＩＣＴ環境整備の２つの事

業について、国の２月補正対応であったた

め、一部の資材購入分を除き、１億6,984万

4,000円を繰り越しています。 

 次に、下段の教育費、認定こども園施設整

備事業費は、１施設の改築分、2,421万6,000

円を繰り越しています。 

これは、建築資材の供給遅れ等により、年

度内の事業完了が困難となったもので、工事

は既に着工し、今年10月末の完了を目指して

おります。 

 子ども未来課は以上でございます。よろし

くお願いいたします。 

 

○岩村子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 資料は32ページをお願いいたします。 

 繰越計算書の御報告でございます。 

 まず、児童養護施設等職員処遇改善推進事

業費につきましては、コロナ禍における児童

養護施設等の職員の処遇改善のため、国にお

いて、令和４年２月から９月までの間、月額

収入を引き上げる措置が取られましたことか

ら、４月から９月に係る予算を繰り越したも

のでございます。 
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 児童養護施設感染症対策事業費につきまし

ては、児童養護施設等におけるコロナ対策に

要する経費について、昨年度の国の補正予算

に伴い予算化し、繰越しを行ったものでござ

います。 

 次の清水が丘学園整備事業費につきまして

は、計画の変更等により、昨年度、一部事業

が完了しないことが見込まれたため、5,241

万円余を繰り越し、本年度、土地造成と児童

棟の実施設計を完了する予定としておりま

す。 

 最後に、児童相談所等感染症対策事業費に

つきましては、コロナ対策として、児童相談

所や児童養護施設等にタブレット端末を配備

するなどＩＣＴ化を進めるもので、昨年度、

国の補正予算に伴い予算化を行い、繰越しを

行ったものでございます。 

 子ども家庭福祉課は以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○米澤障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 説明資料の33ページをお願いいたします。 

 障がい者支援課からは、まず、民生費の社

会福祉費の５事業で、合計２億660万円余の

繰越しをお願いさせていただきたいと考えて

おります。 

 まず、１つ目の障害分野のロボット等導入

支援事業費、２つ目の障がい者福祉施設整備

事業費、１つ飛びまして、４つ目の障がい者

福祉施設感染症対策事業費は、いずれも、国

の経済対策を受け、２月補正で予算措置をい

ただいたものでございまして、年度内の執行

が困難となり、繰越しをさせていただいたも

のでございます。 

 ３つ目の福祉センター施設設備改修事業

費、そして５つ目の更生相談所設備整備事業

費は、熊本県身体障害者福祉センターにおけ

る男子トイレの自動水栓化の感染防止対策に

要する経費と、更生相談所における耳鼻科の

診断判定に必要となる医療機器の購入に要す

る経費でございますけれども、これらは、い

ずれもコロナ禍における資材の入手困難によ

る入札不調などで年度内の執行が困難とな

り、繰越しをさせていただいたものでござい

ます。 

 １枚おめくりください。34ページをお願い

いたします。 

 公衆衛生費の事業名の部分でございますけ

れども、精神保健福祉センター維持補修費で

171万円の繰越しをお願いしております。 

これは、県の精神保健福祉センターにおける

トイレの自動水栓化等の感染防止に要する経

費でございますけれども、コロナ禍における

資材難による入札不調で年度内執行が困難と

なり、繰越しをさせていただいたものでござ

います。 

 障がい者支援課は以上でございます。よろ

しくお願いします。 

 

○岩本浩治委員長 次に、報告第４号の説明

をお願いいたします。 

 

○下村高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 資料の36ページをお願いいたします。 

 事故繰越の計算書について御説明いたしま

す。 

 社会福祉費の老人福祉施設感染症対策事業

費で、１市町村分、3,000万円余の繰越しを

行っております。 

これは、感染対策として施設内のゾーニン

グ等を行うための費用について、市町村を通

じて助成するものでして、新型コロナの感染

拡大の影響などにより、建設資材の確保が困

難となったことなどから、やむを得ず事故繰

越を行ったものでございます。 

年度内には完成予定となっております。 

 高齢者支援課の説明は以上です。よろしく

お願いいたします。 
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○米澤障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 説明資料の37ページをお願いいたします。 

 事故繰越について御報告させていただきま

す。 

 社会福祉費の障がい者福祉施設整備事業費

で、１施設分、１億9,654万円余を繰越しし

ております。 

これは、就労継続支援のＡ型事業所でクリ

ーニング作業所の新築を行うものでございま

すけれども、新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により、排水処理等に係る関係機関と

の協議に不測の日数を要しておりまして、年

度内の事業完了が困難となり、やむを得ず事

故繰越を行ったものでございます。 

 本年度中には工事を完了する予定というふ

うに聞いておるところでございます。 

 障がい者支援課からは以上でございます。

よろしくお願いします。 

 

○岩本浩治委員長 次に、報告第12号の説明

をお願いします。 

 

○井藤健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 説明資料39ページをお願いいたします。 

 報告第12号、専決処分の報告でございま

す。 

 職員に係る交通事故の和解について専決処

分した事件の報告でございます。 

 内容につきましては、次ページ、40ページ

の概要で御説明いたします。 

 令和４年１月29日17時頃、阿蘇郡高森町高

森地内で発生した事故について、相手方との

示談交渉により、損害賠償額０円で合意した

ものです。 

 事故の状況ですが、阿蘇地域振興局の職員

が公用車を運転していた際、左側町道から出

てきた相手方車両と接触し、車両に損傷を与

えたものです。 

 今回のような事故のケースでは、通常、過

失割合は５割程度になりますが、示談交渉の

結果、生じた損害については各自の負担とす

ることで決着し、４月27日に示談が成立して

おります。 

 職員の交通事故、交通違反等の防止に関し

ては、さらに徹底するよう注意喚起、意識啓

発等に継続して取り組んでまいります。 

 健康福祉政策課からは以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○岩本浩治委員長 最後に、報告第13号及び

第19号の説明をお願いします。 

 

○岩村子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 資料は41ページ、こちらの報告第13号と、

ページは飛びますけれども54ページ、こちら

の報告第19号の職員による交通事故の損害賠

償額の決定と和解について専決処分した事件

の報告でございます。 

 いずれも同じ交通事故に関するものでござ

いますので、併せて御報告を申し上げます。 

 まずは、交通事故の概要を御説明いたしま

す。 

 資料55ページをお願いいたします。 

 事故は、令和３年10月１日15時25分頃、八

代市井上町地内で発生しております。 

 資料56ページをお願いいたします。 

 事故の状況でございます。 

 八代児童相談所の職員が公用車を運転して

いた際、交差点で一時停止を怠り、直進した

ため、右方向から走行してきた相手方車両と

接触し、交差点前方の畑に落ち、相手方車両

と畑に設置されていたビニールハウス及び八

代市道に損害を与え、さらに、相手方同乗者

に加療約49日間、運転者に加療約103日間の

傷害を負わせたものでございます。 

 恐れ入りますが、資料は55ページにお戻り
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いただきまして、４の賠償責任割合を御覧く

ださい。 

 賠償責任割合は、県側80、相手方20とし、

５の損害額及び賠償額の(1)物損分につきま

しては、過失割合に応じて双方の損害額を相

殺し、資料の最下段に記載のとおり、147万

8,514円を損害賠償額と決定いたしました。 

 なお、(2)の人身分につきましては、県が

契約している自賠責保険から補償され、過失

相殺が行われないことから、相手方同乗者等

の治療費などに係る賠償額として79万21円と

決定し、示談が成立いたしました。 

 損害賠償額は、物損分、人身分合わせて

226万8,535円となります。 

 次に、専決処分が２件となった経緯を御説

明申し上げます。 

 当初、物損分、人身分を合わせて、過失割

合を県80、相手方20とし、損害賠償の額を決

定して和解することとし、５月16日付で専決

処分をいたしました。 

 しかしながら、その後、相手方の人身分、

つまり、けがの治療費等に関しましては、県

が契約しております自賠責保険から満額補償

されることが分かりまして、県が負担すべき

人身分に係る２割の差額分について、損害賠

償の額を加えて和解することとし、６月１日

付で再度専決処分を行うこととなったもので

ございます。 

 今後このようなことがないように、確認と

チェックを徹底してまいります。申し訳ござ

いませんでした。 

 子ども家庭福祉課は以上でございます。御

審議のほど、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

○岩本浩治委員長 以上で前半グループの説

明が終わりましたので、議案等について質疑

を受けたいと思います。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べてからお願いします。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 質疑はございませんか。 

 

○藤川隆夫委員 ２ページの予防費の(3)の

新型コロナワクチン接種体制支援事業に関し

て、ちょっとお尋ねをさせていただきます。 

 現在、ワクチン接種が進んだことによりま

して、感染者数も500人前後で推移し、その

中の重症者も減ってきているという状況があ

ろうかというふうに思っております。その中

でも、１回目、２回目に関しては、中小企業

等、職域接種というのもある程度効果があっ

たというふうに考えております。 

ただ、今後、これは３回目の話だろうと思

うんですけれども、この場合に、この中小企

業等がどの程度、増える見込みとありました

けれども、どの程度の要望が現在上がって

て、その中で接種される方というのは、１回

目、２回目に比べて恐らく減ってくると思う

けれども、そのような現在の状況をまずちょ

っと教えていただければと思います。 

 

○樋口薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 職域接種の状況について御報告いたしま

す。 

 初回接種につきましては、昨年６月21日か

ら11月11日まで、39の団体で職域接種を行っ

ていただいております。接種者は11万1,000

人となっております。 

 続きまして、追加接種につきましては、昨

年の12月13日から始まっておりまして、30団

体のほうが申請をしていただいております。

そのうち27団体が、６月１日時点で終了して

おります。また、３団体が、接種がまだ続い

ておりますけれども、約６万2,000人が接種

終了の予定となっているところでございま

す。 

 以上です。 
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○藤川隆夫委員 分かりました。 

 今話があったとおり、１回目、２回目はそ

れなりにあったけれども、３回目になると、

やっぱりちょっと減ってきている状況があろ

うかと思うんです。 

 現在、新聞報道等で、ワクチン自体の廃棄

の話がいろんな形で出てきております。現

在、現場で打っててもやっぱりきちっと予約

が埋まらないような状況も出てきてて、やっ

ぱり廃棄しなきゃいけないような話は、いろ

んなところで聞こえてきます。 

 例えば、６人分なのに１人しか来なくて、

残り５人分捨てたりとか、そういう話もいろ

いろ今出てきている状況の中で、今回のこの

職域接種に関して、当然そういうふうな話も

出てくるかというふうには思いますけれど

も、現在、３つの団体がまだやってるという

話だったので、その部分、それがきちっと埋

まりながら、それなりに効果があればいいん

だけれども、やはり打つ方が少なくて廃棄す

るような話があるのであれば、逆に言うと、

職域接種じゃなくて集団接種会場を熊本県は

持ってるわけだから、そこに誘導するとか、

何かそういうふうな考え方というのはできな

いんだろうかというふうにちょっと思っての

話です。その付近はどういうふうに今後考え

ていくのか。 

 

○樋口薬務衛生課長 職域接種につきまして

は、自分たちで打ち手の確保とか場所の確保

が必要になりまして、初回接種では、いろい

ろな会場確保とかがスムーズにできたんです

が、追加接種のときに、その会場が取れない

とかいう問題もありまして、数が減っており

ます。 

 ただ、接種しないのではなくて、一般の医

療機関とか集団接種会場のほうで打っていた

だいているという報告を受けております。 

 また、県の接種会場のほうに各企業さんと

かに働きかけて、そちらのほうに誘導もする

ような形で行いまして、県の接種会場のほう

も現在閉じてはおりますけれども、そちらの

ほうに幾つかの団体の方には来ていただいて

おります。 

 以上です。 

 

○藤川隆夫委員 今ので分かりました。 

 ３回目、これで終わると思いますけれど

も、今後４回目の話が出てきておりまして、

60歳以上並びに基礎疾患をお持ちの方という

話になってきますので、この部分において

も、この職域並びに医療機関での接種並びに

恐らく広域のやつというパターン的には３つ

ぐらい出てくるんだろうと思いますけれど

も、その中で、ワクチンが無駄にならないよ

うな形での接種を進めていただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員 関連して。今全県民の６割

以上と、対象者からすると７割以上というこ

とで、もう既に接種されていると。で、いよ

いよこれから４回目と、今、藤川委員のほう

から話がありましたが、これについては、60

歳以上と基礎疾患をお持ちの方ということに

なりますけれども、対象人口って大体どれぐ

らいになるのかって把握されてますかね。―

―分かりました。大丈夫です。後で教えてい

ただければと思うんですが、これまでは、例

えば、市町村なんかでもある程度人数が多か

ったもんですから、公共施設等をずっと確保

して、そこで接種会場を押さえていたんです

ね。で、今後、仮にどれぐらいの人数になる

か分からないんですが、基本的には、またこ

れまでと同じような形の、どこも市町村は接

種方針なんですかね。そこをちょっと教えて

もらえればなと思います。 

 

○樋口薬務衛生課長 高齢者の４回目接種に
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つきましては、基本、医療機関、また、市町

村のほうでは集団接種会場のほうも幾つか持

っておりますけれども、その中で、ファイザ

ーのみを使うところが839施設、併用される

ところが813、モデルナのみを使うのが285施

設というふうに聞いております。 

 ただ、ワクチンにつきましては、全て打て

る数の分は確保しておりますので、足りなく

なるという状況はないというふうに考えてお

ります。 

 

○内野幸喜委員 よろしいですか。 

 すみません。これも先ほど藤川委員がおっ

しゃいましたけれども、その接種人数が少な

くなってくると、ほかの問題とかやっぱりあ

るんですよね。どうしても期間内にできなか

ったら廃棄とか、今後対象人口が少なくなる

んですが、県としては広域接種ということを

今後考えるんですか、そこら辺だけちょっと

教えていただければなと思います。 

 

○樋口薬務衛生課長 高齢者の４回目接種に

つきましては、各市町村のほうで対応ができ

るということですので、県のほうで広域接種

センターを設けるというふうには考えており

ません。 

 また、報告で、高齢者は一応57万2,000人

を予定しております。６月には５か月を迎え

る高齢者が少ないので、７月から29万、８月

が24万と、７月、８月に増えてくるというふ

うに考えております。 

 

○内野幸喜委員 分かりました。 

 

○前田憲秀委員 ４回目の接種について、関

連してお尋ねなんですが、60歳以上と基礎疾

患のある方、１回目、２回目、３回目は対象

者に送られてきました、接種券が。これはた

しかないんだったですよね。確認です。４回

目の人には、４回目の接種ですよという案内

はないんだったですよね。 

 

○樋口薬務衛生課長 ４回目接種対象者に市

町村のほうから接種券のほうが郵送されま

す。 

 

○前田憲秀委員 じゃあ、確実に対象者、基

礎疾患の方にも行くんですかね。 

 

○樋口薬務衛生課長 基礎疾患の方につきま

しては、市町村のほうである程度対象者を把

握されている市町村が13ほどありまして、そ

の13の市町村は個別に送られます。また、市

町村のほうで、広報誌、ホームページ、ま

た、ポスター等を使って周知を呼びかけると

いう予定となっております。 

 以上です。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 60歳以上の方から、打ったほうがいいんだ

ろうかとか、１、２回目は、もうほとんどの

方がやっぱり打たないといけないという意識

だったと思うんです。３回目も、結構な方が

打たれたと思うんですけれども、何かどうし

ても４回目となると、対象者も絞られるし、

本人の思いが、ちょっとやっぱり変わってく

るんじゃないかなという気がしますので、必

要性も含めて、今おっしゃったように、しっ

かり今後啓発といいますか、漏れがないよう

にそこはしていただきたいなと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

○髙木健次委員 今60歳以上の４回目の接種

というのが御議論されておりますが、４回目

になると、副作用があった方とか、また、も

う４回目はいいだろうと、受けぬでもいいと

いう人の声をよく聞くんですよね。 

 やっぱり注射で４回目となると、非常にそ

の辺の抵抗もあるのかなという感じがします

けれども、今、熊本県、ＫＭＢもありますよ
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ね。塩野義とか製薬会社が経口剤、飲み薬、

これができれば、非常にコロナに対する皆さ

ん方の取組というのも変わってくるのかなあ

という感じがしますけれども、今県がつかん

でいる情報とか、ある報道では、明けたら経

口薬が出てくるというような情報もちょっと

聞くんですけれども、そういう形で県が製薬

会社等の情報等が何かあるようでしたら、ち

ょっと教えてほしいと思います。 

 

○樋口薬務衛生課長 今当県のほうにＫＭバ

イオロジクスという会社がありまして、現

在、不活化ワクチンのほうを今開発中でござ

います。 

 現在の状況を会社のほうに確認しましたと

ころ、安全性に関する試験のほうは今終わっ

ておりまして、今結果を取りまとめ中と聞い

ております。また、有効性に関する調査につ

きましては、他社の製品との比較試験を今現

在日本とフィリピンのほうで行っておりまし

て、４月30日から開始して、終了が来年の11

月を見込んでいると聞いております。 

 また、６か月から18歳までの小児を対象と

した調査のほうを４月28日から始められてお

りまして、これは令和６年の３月に終了見込

みとなっております。 

 ただ、まだ終了見込みが先ですので、今現

在、国のほうで、５月20日に緊急承認制度と

いうのが施行されております。これをＫＭの

ほうでは、それを活用して承認申請のほうを

目指したいというふうな考えを持っておられ

ますけれども、ただし、この緊急承認制度の

活用につきましては、国のほうでは、既に承

認されている場合は想定してないということ

ですので、現在まだ承認されていません５歳

未満の実用化を今国のほうに相談していると

いうふうに聞いております。 

 また、この緊急承認制度を活用して塩野義

製薬が飲み薬のほうを現在申請済みでして、

今月の22日に審議される予定というふうに聞

いているところでございます。 

 以上です。 

 

○髙木健次委員 いろいろ製薬会社とか、世

界中がこの辺については、不活化ワクチンで

すかね、研究の段階にもあると思うんですけ

れども、知見とかいろいろなことが、もう大

体大詰めに来ているのかなという感じがしま

すけれども、飲み薬等が出てくれば非常にま

たコロナの対策というのは変わってくるんじ

ゃないのかなあというふうに思っておりま

す。 

 いずれにしても、まだ最終的な結論がいつ

からとか何とかということはまだ出てないよ

うですけれども、できるだけ早くこの辺は、

県のほうからもいろいろな要望とか申請とか

やってほしいなという感じがしておりますの

で、その辺、しっかりと取組をしていただき

たいと思います。 

 以上です。 

 

○岩本浩治委員長 ほかにありませんでしょ

うか。 

 

○山本伸裕委員 説明資料の13ページ、健康

福祉政策課の社会福祉諸費のことでお尋ねし

ます。 

 説明の事前にいただいた資料で、物資配布

等による緊急支援及び相談対応の強化という

ことで、食料配布会のことで事業内容の説明

があるんですが、市町村社会福祉協議会やひ

とり親家庭福祉協議会等が実施すると。

「等」と書いてあるんですけれども、具体的

にその「等」というところに、例えば、民間

のグループであるとか、そういったところな

ども支援するというような意味で書かれてい

るのかどうか。 

 

○井藤健康福祉政策課長 こちらの多分公表

資料の中で書かれた部分だと思うんですけれ
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ども、市町村社会福祉協議会、それからひと

り親家庭福祉協議会等の「等」の部分です

が、一応、まず生活困窮者に対する支援の部

分と、それから独り親家庭に対する支援の部

分と、それ以外にも障害者への支援というこ

とで、一応大きく３つの事業、それをちょっ

とまとめてくくって書いてあるところがござ

いまして、そういった中で生活困窮者への支

援の枠組みの中で、一応例示として市町村の

社会福祉協議会ということを書いております

が、それ以外にも県の社会福祉法人経営者協

議会とか、そういった対象についても、ちょ

っと条件をきちんと示した上で、団体につい

ては選定をしていくということで考えており

ます。 

 

○山本伸裕委員 この配布会は、かなりやっ

ぱりコロナ不況で生活に困っている、食事さ

えままならないような家庭に対して何とかし

ようというようなことで、ボランティア、民

間のレベルからスタートをして、それが大き

く広がってきた経過があると思うんですよ

ね。 

 民間の人たち、今でももちろん継続して配

布会やられているんですけれども、私、見学

に何回か行きましたですけれども、食料の調

達とかにしても、農家の方にお願いしたりと

か、そういうやっていることを聞いて自主的

に民間の事業者から食料品の提供とかがあっ

たりもしてますけれども、基本的に手弁当で

確保してやられているんですよね。 

 一度、熊本県が県産トマトの提供なんかで

支援していただいたということがあったかと

思うんですけれども、そういうのは非常にや

っぱり、もともとない状態でやられている活

動ですから、大変ありがたいというようなこ

とをお聞きしたことがあります。 

 そういう点では、「等」ということのその

対象の中にも、今現在継続的にやっている民

間団体に対しても、支援の在り方というのは

検討していただければなというふうに思って

います。 

 その支援の在り方で、もう１つ、私見てい

て感じたのは、やっぱり本当に困っている人

に、確実にそういう情報なり、必要なものが

届けられているだろうかなというのをちょっ

と疑問に思ったんですよ。 

 そういう点では、民間団体も含めて、何月

何日、どこで食料支援会がありますというよ

うなことを、情報の提供なんかで少し県が支

援してあげるとか、そういうようなことも非

常に大事な支援になるんじゃないかなという

ふうに思っています。そういった支援も含め

てちょっと御検討いただければなと。 

 

○原田社会福祉課長 先ほど、困りごと支援

事業のうち生活困窮者関係は、社会福祉課の

ほうで担当しておりますので、私のほうから

少し補足をさせていただきます。 

 御指摘のとおり、民間団体、いろいろきめ

細かな、これまでも困窮者支援をされてきて

おります。これまで社会福祉課のほうでは、

社会福祉協議会を通じた補助ですとか行って

きておるんですが、こういった困窮されてい

る方というのは、自らその相談窓口まで出て

こられない方々とかもいらっしゃいまして、

そういう点では、今回新たに、社会福祉協議

会ですとか、社会福祉法人と連携するＮＰＯ

の活動についても、支援対象とすることを今

検討しております。 

 この支援する場合の補助先は、そういった

社協とかを想定しているんですが、そこがＮ

ＰＯと連携する場合には、そのＮＰＯなどが

活動する際にかかった物資購入費ですとか活

動費、その辺りも支援対象に含める方向で今

検討は進めておるところでございます。 

 それと併せて、そういったこれまでできて

なかったＮＰＯとの連携をすることで、新た

な支援にもつながっていくことも期待してお

りますし、これまでどちらかというと窓口に
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来られる方々に対する支援だったんですが、

それをいわばプッシュ型という形で、こうい

った食料の配布会とかを通じて、そこで、困

っていらっしゃる方に相談窓口の存在を知っ

ていただいたり、あるいは出張窓口をそこで

展開したりとか、そういったところも含めた

形でスキームがつくれないかということで検

討しているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○山本伸裕委員 先ほどもちょっと強調しま

したですけれども、これまで支援会やってき

ているところに対する、民間のボランティア

でやられているところに対しても支援すると

いうようなことは実績がありますから、熊本

県としての。 

 それで、やっぱり今コロナ不況で、例えば

農業関係者なんかにしても、非常に今、資材

が高くなった、飼料代が高くなった、大変な

わけですよ、コロナ不況で。しかも、消費者

物価が値上がりして。 

 だから、そういうときに県が、例えば、県

産農産物を買い取って食料支援会に提供する

というようなことであれば、生産者も喜ぶ

し、生活困窮者の方々にとってもありがたい

し、誰も困らないんですよね。だから、そん

な予算額が大きくなるわけでもないでしょう

し、情報提供も含めて、県がやっぱりそうい

ったところに親身に寄り添った形で支援をし

ていただくというのは、ぜひ積極的に御検討

いただきたいなということです。 

 

○岩本浩治委員長 検討でよろしゅうござい

ますね。 

 

○山本伸裕委員 お願いしたいということで

す。 

 

○内野幸喜委員 15ページの動物愛護推進事

業のオンライン譲渡会、コロナ禍ということ

で、オンラインでの譲渡会ということだと思

います。 

 譲渡会は、私もボランティア団体の方等の

協力もいただきながらやっていくべきだと思

うんですが、オンライン譲渡会、ちょっとイ

メージが、例えば犬、猫を譲渡するときに、

見て、触って、相性とかそういったものが非

常に大事だと思うんですけれども、どんな形

でこのオンラインでの譲渡会というのを開催

するのか、ちょっと教えていただければなと

思います。 

 

○椎場健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 今現在の事業のスキームとしては、事業者

に委託して行うことを考えておりますけれど

も、オンライン譲渡会のイメージとしまして

は、ある場所で、オンライン譲渡する犬だっ

たり、その辺りを実際に動くところとか、そ

ういったものを動画で実際にオンラインで見

ていただくということで、実際にいわゆる先

方の方とやり取りをしながら、どういったこ

とをということで、実際に犬の動きとか、こ

ういうことをしてくださいという要望に応え

て動いている状況を見てもらうというような

ことをしまして、その後、やっぱり実際に見

てもらうという工程が必要になりますので、

一応そういった形で、ある程度広く見ていた

だけるような機会を設けられればということ

で今回企画しております。 

 

○内野幸喜委員 分かりました。まずはその

きっかけということで、その後実際に会って

みてということですね。 

 私も前から言ってるんですけれども、やっ

ぱり譲渡会というのは大事だと思うんですけ

れども、こういった譲渡会を行わなくてもい

いような状況をつくるというのも大事だと思

うんですね。やっぱりこれは入り口と出口と

いうことで、こうやって、かわいそうな犬、
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猫を発生させない取組というのが大事だと思

います。 

 今県のほうでは、特に今猫が非常に多く

て、猫の避妊、去勢について助成をしていま

す。雌については１頭１万円、雄について

5,000円ということですね。 

 実は今、それだけではなくて、県内の幾つ

かの市町で、この避妊、去勢とかの動きが広

がってきてて、例えば私の地元の長洲町、そ

して南関町では、民間団体、どうぶつ基金と

協力してどうぶつ基金病院、これは、みやま

市に今開設されてるんですが、福岡。そこに

登録して、毎月、10頭とか15頭とか、町民の

方からリクエストがあって、町のほうがどう

ぶつ基金病院のほうに申請して、無料チケッ

トが配付されるようになってます。 

 これは、県内で、あと、熊本市も始めまし

た。だから、やっぱりそれだけニーズがある

ということなんですね。私は、やっぱりそう

いうことも大事ですし、あとはやっぱり発生

させない取組ということを、県としてもいろ

んなところで発信していってほしいなと思い

ます。 

 先ほど新動物愛護センターの話もありまし

た。９月から、いよいよ本体工事に着手する

ということですので、この新しい動物愛護セ

ンターができていくわけですから、県として

も、そういった野良猫を増やさない取組、結

果として、餌をやることが、かわいそうな猫

を増やすことにつながっていきますので、も

し餌をやるんだったら、ちゃんと避妊、去勢

の手術をやって、責任持ってそうやってやっ

てもらうとか、そういったことをもう少し大

きく発信していってほしいなと思いますの

で、その点だけよろしくお願いしたいという

ふうに思います。これはもういいです。要望

ということですね。 

 

○岩本浩治委員長 よろしゅうございます

か、椎場課長。要望でございます。お願いし

ます。 

 

○藤川隆夫委員 ６ページの児童健全育成費

の件でお尋ねをしたいと思うんです。 

 今日、こども家庭庁の創設の話も新聞等で

出ておりまして、今後、児童虐待並びに子育

て支援に関して、より国のほうが手厚くやっ

ていくというふうに思っております。 

 その先駆けみたいな形で、ここに子育て家

庭支援事業というのが出ておりますし、市町

村に相談機関を整備するというふうになって

おりますけれども、現状手を挙げてる市町村

というのはどの程度あるのかというのをまず

教えていただきたいと思います。 

 

○岩村子ども家庭福祉課長 今回、補正予算

に計上しております子育て家庭支援事業の中

で、母子保健、児童福祉一体的な相談支援機

関を整備するということで手を挙げていただ

いている市町は、４市町になります。 

 ただ、この市町村における母子保健と児童

福祉の相談機関というものは、母子保健法、

それから児童福祉法それぞれに、子育て包括

支援センターの整備ですとか、子ども家庭総

合支援拠点の整備というものがうたい込まれ

ていまして、それぞれに既に市町村ではそれ

らのものが設置されているところがございま

す。 

 その整備状況は、今のところ、熊本市含

め、子育て包括支援センターが33、子ども家

庭総合相談支援拠点が23となっております。

これらの相談機関を整備しつつ、さらに母子

保健と児童福祉の連携が強化されるように一

体的に整備するというようなところを目指し

て、今回の事業が成立しておりますので、今

後も、この安心子ども基金を活用いたしまし

て、市町村において整備が進みますように、

説明会ですとか市町村向けのヒアリング、そ

れから市町村に向けては事業の提案をするな

ど、寄り添った形で御相談承りながら進めて
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まいりたいと思っております。 

 

○藤川隆夫委員 今の話でいくと、法的に設

置が義務づけられているので全部の市町村に

あるという話だろうと思います。その中で、

様々なことに対して対応されているというふ

うには考えているんですけれども、問題は、

恐らく人材の問題が出てくると思います。そ

れなりに経験をして、スキルがある人材とい

うのはそれほど多くいるわけではないので、

全部の市町村がそれに対応できるかという

と、極めてどうなのかなという疑問を持って

います。 

 そういう意味において、逆に言うと、今の

事業、45市町村でやっていただいて構わない

んですけれども、それとは別に、ある程度の

広域化の中で、24時間体制でこれの相談に乗

れるような感じ、今児相がやっているかもし

れませんけれども、それ以外に、この付近を

包括的に面倒見れるような体制づくりという

のが必要になってくるんじゃないのかなとい

うふうに思っています。 

 というのは、先ほど言ったように人材の問

題が出てくると思いますので、それなりの人

材をある程度のエリア別に設けて、そしてそ

こに24時間体制で相談できるというのをつく

っていったほうが、より私は効果的になるの

かなと。その下に45市町村で各々でやればい

い話であって、そのような形で、窓口が幾つ

にもなるというんで、ちょっと問題あるかも

しれませんけれども、今人材の問題並びにそ

の24時間体制を私はつくるべきだと思ってま

すので、それを踏まえた上で、県下に、でき

ればそのような基幹的なものを幾つか設けて

もらうというのがいいのかなというふうに考

えておりますので、一応そういう形で提案を

させていただければと思います。 

 だから、これは答弁は難しいと思いますの

で結構かと思います。 

 以上です。 

 

○岩本浩治委員長 提案ということで、よろ

しくお願いします。 

 その他、ありませんでしょうか。 

 

○山本伸裕委員 19ページの子ども未来課の

給食費支援事業でお尋ねしたいんですが、こ

この説明に、私立幼稚園及び認可外保育施設

の給食費に対する助成というふうに書かれて

おりますけれども、ちょっと私理解不足で申

し訳ないんですけれども、公立保育園だとか

認可保育園はどうなるんでしょうか。 

 

○木村子ども未来課長 今先生おっしゃった

とおり、保育所や認定こども園、それから幼

稚園と様々な形態がある中で、県が見るのが

私学の幼稚園だけ、それと認可外だけではな

いかといったようなところでの御指摘ではな

いかと思いますけれども、まず、公立の保育

所等につきましては、今回、コロナウイルス

対応の臨時交付金のほうを財源としておりま

す関係で、市町村のほうにも同様の手配があ

っておりますので、それで、市町村のほうで

対応していただくということを考えておりま

す。 

 それから、保育所であったり、認定こども

園であったりというところにつきましては、

今現在、市町村課に市町村総合交付金という

メニュー事業がございまして、そのメニュー

の中に事業を追加することとしておりますの

で、そこでやっていただくということを考え

ておりまして、結果的には、全ての保育園、

幼稚園、認定こども園で対応ができるように

メニューをそろえているという状況でござい

ます。 

 

○山本伸裕委員 ありがとうございます。非

常に積極的な施策で歓迎したいと思うんです

けれども、それで、この助成の額、額という

かその規模なんですけれども、どういうふう
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に算定するのかなと。値上がり幅、値上がり

に対して助成するということなんでしょうけ

れども、何らかのその基準とそれに対してど

れぐらい上がってるか、どれだけ補助すると

か、何かそういう基準みたいなのはあるんで

しょうか。 

 

○木村子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 まず、保育所等の施設型給付の施設につき

ましては、食材料費に係る月額保育料の内訳

が、国は7,500円というふうに示しておりま

す。この金額をベースに想定しておりまし

て、7,500円を上限という形で設定しまし

た。 

 また、今先生からお話があった物価の上昇

率につきましては、これは帝国データバンク

さんが公表している食品値上げに関する価格

改定動向調査で平均１割アップとされている

ところを踏まえまして、給食費7,500円に物

価上昇率10％を掛けた額で予算を計上させて

いただきました。 

 ちなみに、今回の九州各県でも同様の予算

を上げておられるみたいですけれども、九州

各県でも、ほぼ同様の積算をなさっていると

いうふうに伺っております。 

 以上でございます。 

 

○山本伸裕委員 分かりました。ありがとう

ございます。 

 それで、ちょっと物価の上昇が10％でとど

まるのかというような問題もありますし、そ

こは固定的に考えないでいただきたいなとい

うのが１つと、それから、文科省が出してい

る事務連絡を見ると、――これは学校給食に

関してですから文科省に対して出されている

んですが、食材の調達は、もちろん設置者の

判断だけれども、食育の推進、地場産物を活

用した安全、安心の学校給食の推進の観点か

ら、これまでもお願いしているところだけれ

ども、地場産物、国産物などを使用すること

も積極的に御検討くださいと。今回の地方創

生臨時交付金のこの活用に関して、給食費補

助に使っていいですよと。その際、この地場

産物の活用というのも検討してくださいよと

いうようなことが事務連絡、御承知のことだ

と思うんですけれども、これを踏まえて、ぜ

ひ現場にも国産の地元の安全なおいしいもの

を活用してというようなことも積極的に推奨

されるべきじゃないかなと思ってるんですけ

れども、それはいかがでしょうか。 

 

○木村子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 先生御指摘のとおり、地元の産物であった

り、地産地消という観点であったり、そうい

ったところにつきましては、既に私立の保育

所や認定こども園等におかれましても、それ

から幼稚園におかれましても、そういった観

点で給食に取り組んでおられるところでござ

います。 

 今回のこの給食費支援の趣旨といいますの

が、やはり保護者の方に給食費の値上げとい

う形で負担が来ないようにというところなん

ですが、各園とも、それ以前に、何とかその

給食費を上げないで済む手だてを考えられる

というところで、例えば、安い外国産のもの

に変えられたり、野菜等を変えられたりと

か、そういったことも想定されるというふう

に我々思っておりまして、そういったことが

ないようにということでの支援でございます

ので、そこは先生と趣旨は一緒かと思ってお

りますので、そのように進めてまいりたいと

思います。 

 

○山本伸裕委員 ありがとうございます。 

 そうなると、ますます10％というのが大丈

夫かなと思いますので、ぜひそこは弾力的に

御検討をよろしくお願いします。 
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○岩本浩治委員長 よろしゅうございます

か。 

 ほかに。 

 

○樋口薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 １点、訂正のほうをお願いいたします。 

 先ほど内野委員のほうからの御質問で、60

歳以上の対象者ということで57万人とお答え

しましたけれども、８月末までの接種対象者

でして、正式には62万人となります。 

 また、基礎疾患ですけれども、これはあく

まで推定ですが、本県は、一応３万6,000人

を基礎疾患を有する方というふうに見込んで

いるところでございます。 

 以上です。 

 

○岩本浩治委員長 よろしゅうございます

か。 

 ほか、ありませんでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○岩本浩治委員長 なければ、以上で前半グ

ループの質疑を終了します。 

 それでは、説明員の入替えを行いますの

で、ここで５分間休憩いたします。 

 再開を30分としたいと思います。 

  午前11時22分休憩 

――――――――――――――― 

  午前11時29分開議 

○岩本浩治委員長 それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

 後半グループの健康福祉部３課及び病院局

について、付託議案の審査を行います。 

 まずは、健康福祉部から説明をお願いしま

す。 

 なお、説明は、効率よく進めるために、着

座のまま簡潔に行っていただきます。 

 また、本日の委員会はインターネットで中

継しておりますので、発言内容が聞き取りや

すいように、マイクに向かって明瞭に発言を

いただきますようお願いします。 

 それでは、議案第18号の説明をお願いしま

す。 

 

○阿南医療政策課長 医療政策課です。 

 説明資料23ページをお願いします。 

 ６月補正予算(別冊)で１事業を計上してお

ります。 

 医務費で2,625万円の増額補正をお願いし

ております。 

 説明欄１、歯科行政費の障がい児・者歯科

医療提供体制強化事業は新規事業となります

が、これは障害児者の歯科診療を専門に行っ

ております口腔保健センターにおける感染防

止対策を講じた歯科治療設備、具体的には診

療ユニットや口腔内バキュームなどですが、

これらの設備の整備、更新に当たり、熊本市

と協調して運営する県歯科医師会へ助成する

ものでございます。 

 医療政策課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いします。 

 

○岡健康づくり推進課長 健康づくり推進課

でございます。 

 説明資料の24ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費で185万余の増額をお願い

しております。 

 右の難病対策費の難病相談・支援センター

事業は、指定難病の患者やその御家族に対し

ます相談、支援等を行うものですが、ウィズ

コロナ時代におきますウェブによる相談対応

など、センターの相談機能強化に向けました

ＩＣＴ機器等の設備整備に要する経費の増額

でございます。 

 健康づくり推進課は以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○樋口薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 資料の25ページをお願いいたします。 
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 まず、公衆衛生総務費でございますが、

160万円の増額をお願いしております。 

これは、公益財団法人熊本県移植医療推進

財団が行いますコロナ禍に対応した普及啓発

活動に要する経費の助成でございます。 

 次に、生活衛生指導費でございますが、

330万円の増額をお願いしております。 

これは、公益財団法人熊本県生活衛生営業

指導センターが行います生活衛生営業振興事

業に対する助成額の増でございます。 

 あわせて、当初一般財源としておりました

330万円についても、今回、国の地方創生臨

時交付金が活用できることになりましたの

で、国支出金へ財源更正のほうをしておりま

す。 

 次に、下段、薬務費でございますが、200

万円の増額をお願いしております。 

これは、初回献血者確保対策として行いま

す若年層、特に高校生に向けた啓発資材作成

に要する経費の増でございます。 

 薬務衛生課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○岩本浩治委員長 次に、報告第１号の説明

をお願いします。 

 

○阿南医療政策課長 医療政策課です。 

 説明資料の35ページをお願いします。 

 令和３年度熊本県一般会計繰越明許費繰越

計算書について御説明します。 

 病床機能転換・再編等推進事業費で8,735

万円余を繰り越しております。 

 事業内容としましては、地域医療構想に基

づき病床の再編等に取り組んでおります天草

市の３つの公立病院、栖本、新和、河浦の各

病院における施設設備への助成です。 

 これら３病院では、昨年度から改修に着手

しておりましたが、必要な資材、給湯器等の

調達が新型コロナの影響で遅れたことによ

り、年度内の完了ができなかったものです。 

 現在の進捗状況につきましては、河浦病院

は４月に完了しております。残る新和病院は

７月までに、栖本病院は９月までにそれぞれ

完了の予定と伺っています。 

 医療政策課は以上となります。 

 

○岩本浩治委員長 次に、報告第16号の説明

をお願いします。 

 

○岡健康づくり推進課長 健康づくり推進課

でございます。 

 説明資料の42ページをお願いいたします。 

 報告第16号、歯科保健対策の推進に関する

施策につきましては、熊本県歯及び口腔の健

康づくり推進条例に基づきまして、歯科保健

の現状、令和３年度の成果、令和４年度の取

組の３点について御報告いたします。 

 概要を44ページ以降で御説明させていただ

きます。 

44ページをお願いいたします。 

 まず、熊本県の歯科保健の現状について御

説明いたします。 

 (1)の子どもの歯の状況は、１歳６か月児

の虫歯の有病率が1.76％で全国47位、３歳児

が18.91％で全国45位という状況で、いずれ

も前年度よりは数値は減少しておりますが、

大変憂慮すべき状況となっております。ま

た、12歳児の１人平均虫歯本数は0.9本で全

国38位となっております。 

 (2)の成人の歯の状況ですが、進行した歯

周病を有する人の割合は、40歳、60歳ともに

全国と比べて高い状況にございます。 

 (3)の高齢者の歯の状況ですが、80歳で20

本以上ある人の割合は、全国と比べると、若

干ですが、よい状況になっております。 

 (4)の市町村のフッ化物洗口事業の取組み

状況です。 

 ①の熊本市以外の市町村では、保育所、幼

稚園の実施率は80.4％、また、小中学校にお

きます実施率は84.7％となっております。 
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 小中学校でのフッ化物洗口の実施につきま

しては、新型コロナウイルス感染症対応の影

響によりまして、令和２年度には、一時中断

が10市町村ございましたが、令和３年度にお

いては、４市町村が再開し、一時中断は６市

町村までに回復しました。本年度に入り、中

断している市町村が、再開に向け準備を進め

ております。 

 次に、45ページをお願いいたします。 

 ②の熊本市の状況につきましては、昨年

度、46の小学校で実施されております。 

 (5)のフッ化物洗口事業の成果について、

２点御説明いたします。 

 １点目は、12歳児の虫歯の状況に改善傾向

が見られました。平成21年度は１人平均2.6

本、全国46位でしたが、令和２年度は0.9

本、全国38位までと改善しております。 

 ２点目は、早期に小中学校でフッ化物洗口

を実施しました３つの町村、玉東町、産山

村、高森町において、12歳児の虫歯がはっき

りと減少しております。 

 ２の現状を踏まえました令和３年度の主な

取組を御説明いたします。 

 先ほど御説明申し上げましたが、１歳半の

虫歯の保有率が全国最下位を受けまして、緊

急に歯科保健ワーキング部会を開催いたしま

して、歯科医師会等の関係機関と情報共有、

さらなる取組の強化を確認しております。 

 また、県内全ての産婦人科、小児科へ現状

を訴えるポスター掲示や虫歯予防をテーマと

しました動画を配信し、再生回数が約９万件

となるなど、若い世代への情報発信の強化を

行っております。 

 続きまして、46ページをお願いいたしま

す。 

 令和３年度の主な取組の成果について、関

係課ごとに事業の成果を記載しております。 

 まず、右の段の担当課ごとに御説明いたし

ます。 

 健康づくり推進課でございます。 

 健康づくり推進課では、歯科保健推進事業

としまして、(1)から(5)の事業に取り組みま

した。具体的には、(1)の8020運動の推進の

ための人材育成、(2)の糖尿病に関する医科

歯科連携、そして(4)のむし歯予防対策とフ

ッ化物塗布や洗口事業に対する助成でござい

ます。 

 47ページをお願いいたします。 

 また、がん診療におきます医科歯科病診連

携発展事業では、がん治療における口腔合併

症予防のための協議会の開催や人材育成を行

っております。 

 続きまして、障がい者支援課の関係でござ

います。 

 各地域の歯科医師等を対象にした研修を実

施し、障害の特性に関する理解の促進を図り

ました。 

 次に、医療政策課関係では、２事業ござい

ます。 

 県歯科医師会、口腔保健センターが実施す

る障がい児・者歯科診療及び八代市歯科医師

会が実施します休日歯科診療事業の運営費の

助成、また、医科歯科連携の拡大に向けた協

議会の開催等を行いました。 

 続きまして、48ページをお願いいたしま

す。 

 認知症対策・地域ケア推進課の関係では、

４事業を実施しております。 

 まず、在宅歯科医療の取組としまして、在

宅移行の際の口腔ケアに関する相談窓口や訪

問歯科診療調整などを行います在宅歯科医療

連携室の運営費の助成、また、在宅歯科診療

に必要な医療機器の購入につきまして助成を

行いました。 

 ３段目以降になりますが、歯科医師向けの

認知症対応力向上研修、さらに、歯科衛生士

が高齢者施設等の現場でケアできるための知

識を習得する研修を実施しております。 

 次に、子ども未来課の関係では、最下段に

なりますが、早産予防対策事業によりまし
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て、妊婦の方々を対象に早産の一因となりま

す歯周病に対する指導や、妊婦歯科健診等を

行う市町村へ助成を行いました。 

 49ページをお願いいたします。 

 最後に、教育庁体育保健課の関係では、小

中学校でのフッ化物洗口実施に向けました支

援を行い、また、大津町立大津南小学校を

歯・口の健康づくり研究推進校としまして、

令和３年度から２年間指定し、虫歯や歯周病

予防をゼロ予算で実施しております。 

 続きまして、50ページをお願いいたしま

す。 

 50ページ以降は、令和４年度の主な取組の

概要についてまとめております。 

 取組の概要につきましては、ただいま御説

明いたしました令和３年度の取組の内容とお

おむね重複いたしますので、変更となった事

業のみ説明させていただきます。 

 51ページの健康づくり推進課の１(7)の熊

本県口腔保健支援センター運営事業について

御説明いたします。 

 これは新規事業となります。 

令和４年４月に、歯の健康づくりを総合的

かつ効果的に推進することを目的に、熊本県

口腔保健支援センターを健康づくり推進課内

に開設いたしました。 

 本年度は、喫緊の課題であります幼児期の

虫歯予防対策を重点的に取り組むこととして

おりまして、嘱託歯科衛生士２名が直接市町

村の歯科健診現場等を訪問いたしまして、技

術的な指導、助言を行い、虫歯予防の改善を

図っていくこととしております。 

 歯科保健対策の報告については以上でござ

います。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○岩本浩治委員長 続いて、病院局の審査に

移ります。 

 病院事業管理者から総括説明をお願いしま

す。 

  

○渡辺病院事業管理者 病院局でございま

す。 

 今回提出しておりますのは地方公営企業法

に基づくもので、報告第10号、令和３年度熊

本県病院事業会計建設改良費繰越額の使用に

関する計画の報告についてであります。 

 詳細につきましては、この後、総務経営課

長から説明いたしますので、よろしくお願い

申し上げます。 

 

○岩本浩治委員長 引き続き担当課から報告

第10号の説明をお願いします。 

 

○川上総務経営課長 病院局総務経営課でご

ざいます。 

 資料の38ページをお願いいたします。 

 令和３年度予算の繰越しについて御説明い

たします。 

 これは、令和３年度から２か年の計画で行

っております空調設備及び照明設備等の大規

模改修工事に関しまして、２億9,000万円余

を繰り越したものでございます。 

 繰越しの理由としましては、現地調査及び

現地調査結果に基づく工法、工程の見直し、

新型コロナウイルス感染拡大の影響による資

材の納期の遅れを受けた工程等の再検討に不

測の日数を要したためでございます。 

 病院局からは以上であります。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

○岩本浩治委員長 以上で後半グループの説

明が終わりましたので、議案等について質疑

を受けたいと思います。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べてからお願いします。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんか。 
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○前田憲秀委員 45ページの健康づくり推進

課さんの報告についてお尋ねいたします。 

 (5)のフッ化物洗口事業の成果について、

21年から令和２年に関して、12歳児１人平均

2.6本から0.9本、すごい効果だなと思いつつ

も、都道府県順位では、まだ38位と。これと

いうことは、全国的にはほとんど虫歯はない

けれども、熊本が多かったという見方なんで

しょうか。 

 

○岡健康づくり推進課長 健康づくり推進課

でございます。 

 この0.9本につきましては、随分改善して

おりますが、全国との差がなかなか埋まらな

いという状況でございます。 

 このフッ化物洗口につきましては、効果が

２～３年かかるというふうな状況もございま

すので、特に、熊本市のフッ化物洗口の推進

が今後進んでくると思われますので、まだま

だ改善の余地はあるというふうに考えており

ます。 

 

○前田憲秀委員 とてもいいことだと思うん

ですけれども、全国順位を見たらまだまだな

のかなという印象があったものですから、後

段でもありましたように、熊本県の口腔保健

支援センター運営事業、新規で報告もござい

ました。しっかり病床機能対策、幼児期の対

策、これも取り組んでいただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

○岡健康づくり推進課長 健康づくり推進課

でございます。 

 口腔保健支援センター、熊本市も、同じよ

うに４月に開設しております。 

 委員御指摘のとおり、県として両輪でしっ

かりと取り組むということで考えておりま

す。 

 

○前田憲秀委員 お願いします。 

 

○内野幸喜委員 関連して。44ページ、都道

府県順位で全国47位、つまり、これは最下位

なんですよね。１歳６か月児ということは、

これはやっぱり親にここをしっかりと伝えて

いくということが大事だと思うんですね。 

 自民党では、歯科医師会の方々と、これま

でもこの件について勉強会等をさせていただ

いてます、何回も。歯科医師会の先生方にお

尋ねしたときに、乳歯の段階で虫歯菌を保有

してると、これが永久歯に変わっても虫歯に

なりやすい傾向があるということをおっしゃ

ってました。ですから、乳歯の段階だから問

題ないんだということでは全くないんです

ね。 

 ですから、ここはしっかりと、ある意味、

この47位というのは非常にあんまり公表した

くない順位ではありますけれども、むしろ私

は、荒療治じゃないけれども、県は今47位な

んですよと、全国で最下位なんですよという

ことも発信して、非常に私は危機感を持っ

て、これは保護者の方々に啓発していくべき

じゃないかなと思うんですけれども。 

 例えば「県からのたより」なんかを使っ

て、これはショッキングな数字かもしれない

けれども、そういったことも全部表に出して

やっていくべきじゃないかなと思うんですけ

れども、その辺どうですか。 

 

○岡健康づくり推進課長 健康づくり推進課

でございます。 

 今先生御指摘のとおり、この全国ワースト

ワンということでは、私どもも非常に昨年度

大きなショックを受けました。 

 先ほども申し上げましたが、緊急に歯科医

師会、歯科衛生士会、それと市町村等の関係

団体で緊急のワーキング部会を開きまして、

やはり乳歯の前からということで、妊娠中で

ありますとか、生まれたときからといいます

か、そこからしっかりと啓発をするべきだと
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いうことで、このワーストワンを明示しまし

た。実を言うと、ポスターを昨年度作りまし

て、全ての産婦人科医院、全ての小児科医院

のほうに掲示をさせていただきました。それ

につきましてお問合せがあったりとかいうよ

うな状況でございまして、このワーストワン

ということをしっかりと市町村とともに県民

の方々に周知していく、伝えていくというこ

とは引き続きやっていきたいと思っておりま

す。 

 

○内野幸喜委員 ぜひよろしくお願いしま

す。 

 

○髙木健次委員 今の問題ですけれども、１

歳６か月未満で47位、それから３歳で45位、

12歳で38位、本当に憂慮することだなあと思

いますけれども。３歳児になれば大体保育園

ですよね。我々も、ちょっと自民党で勉強し

たときに、保育園の親御さんたち、保育園の

園長さんはどうか知りませんけれども、親御

さんたちが、やっぱりフッ素が体に悪いと

か、何かちょっと変な偏見も持ってるんじゃ

ないかなということで、親御さんたちがフッ

化物洗口を辞退するとか、そういう話もちょ

っと前に聞いたことあるんですけれども、そ

の辺の傾向というのは、今保育園あたりはど

うなんですかね。 

 

○岡健康づくり推進課長 健康づくり推進課

でございます。 

 フッ化物洗口につきましては、保育園での

実施は随分進んでおりますが、今先生御指摘

のとおり、強制ではございませんで、希望さ

れる親御さんたちに対して行うということで

ございます。 

 フッ素塗布、フッ素というのがやはりエビ

デンス的に虫歯予防に対しては一番効果があ

るというふうなことも科学的に分かっており

ますので、その点につきましては、しっかり

と啓発していきたいと思います。 

 あと、今年度早速、保育協会のほうと連携

をいたしまして、国保健診センターの支援が

できるというふうなことも情報提供しなが

ら、しっかりと取り組んでいきたいと思って

おります。 

 

○髙木健次委員 その辺は、年齢がだんだん

上がってくるにつれて順位もよくなってきて

いるというような状況ですから、やっぱり小

さいときに、その辺の対策というのはしっか

りやるべきだと思うんですよね。ですから、

やっぱり保育園関係等においても、先ほど内

野委員のほうが言われたように、荒療治じゃ

ないけれども、これだけやっぱり悪いんです

よ、これをやればまた数値も上がってくるん

ですよというふうな県の推進とか、いろいろ

な対策をやるべきじゃないのかなあと思いま

すけれども、どうぞその辺は、ここ数年ずっ

とあんまり数字が変わってないもんだから、

特にやっぱり力を入れていくところかなとい

うふうに思いますので、その辺ちょっと県の

ほうで頑張ってやってみていただきたいと思

います。 

 以上です。 

 

○岡健康づくり推進課長 健康づくり推進課

でございます。 

 ありがとうございます。エールとして受け

止めたいと思います。 

 今年度は、やはり乳幼児、あとは妊産婦と

いうことで市町村への対策強化ということ

で、今年度から嘱託の歯科衛生士を２名雇用

いたしましたし、あと、週に１回程度、県の

歯科医師会の御協力をいただきまして、国保

健診センターのほうに来ていただいておりま

す。早速、６月になりまして、市町村のほう

に現状把握ということで回り始めておりま

す。市町村の状況等もしっかり分析しなが

ら、よりエビデンスのある効果的な対応を取
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っていきたいと思っております。 

 

○岩本浩治委員長 髙木委員、よろしゅうご

ざいますか。 

 その他…… 

 

○山本伸裕委員 すみません、ちょっと今の

で少し私の思うところなんですけれども、こ

の全国47位になっている原因というのは、何

か分析されていらっしゃるんですか。 

 

○岡健康づくり推進課長 健康づくり推進課

でございます。 

 虫歯につきましては、いわゆる甘味のおや

つ、甘いものの取り過ぎ、それと、親御さん

たちの仕上げ磨きの不足、それと、フッ素活

用の不足が要因というふうにされております

が、昨年度、先ほど申し上げましたワーキン

グ部会のほうで、もう少し深めて調査、分析

をしたんですが、いわゆる早期に、例えば６

か月児とか３か月児とか、早い段階で歯科に

対する予防的な取組をやっている市町村は、

かなり効果が上がっております。 

 市町村によりましては、１歳半から取組を

始めるというようなこともございまして、早

期の取組ということが非常に効果があるんじ

ゃないかなというふうに考えておりますの

で、そこを含めて、先ほど申し上げました市

町村のほうに出向いて、早期の取組の開始と

いうことを徹底して、研修、後は支援をして

いきたいというふうに考えております。 

 

○山本伸裕委員 もちろん医療費助成制度が

ありますから、医療費の負担はないと思うん

ですけれども、ただ、熊本の場合は、保険料

の滞納率が高いですよね、国保の滞納率。だ

から、保護者の経済的な状況で病院に足が遠

のいているというような状況が一要因として

ないのかなというのを少し心配したんです

よ。だから、ちょっとそこら辺はどういうふ

うに分析されているかなと思ったんですけれ

ども。 

 

○岡健康づくり推進課長 健康づくり推進課

でございます。 

 医療費全体としましては、都道府県、国保

のデータなんですが、全国と比較しまして

も、歯科の医療費としましては、熊本県は全

国平均以下でございます。 

 委員御指摘のいわゆる低所得者の方々が歯

科のほうの受診に行けないというふうなとこ

ろまでは、まだ分析をしておりません。です

が、市町村のほうに回っておりまして、要

は、１歳半で虫歯があった子供さんたちをよ

り丁寧にフォローしていくというようなこと

も、市町村によっては取組をされておられま

す。そういうことを全県下的に広げていくよ

うなことも考えていければなと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○山本伸裕委員 分かりました。ありがとう

ございます。 

 

○岩本浩治委員長 よろしゅうございます

か。――はい。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○岩本浩治委員長 なければ、以上で後半グ

ループの質疑を終了いたします。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第２号、第３号及び

第18号について、一括して採決したいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○岩本浩治委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外３件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 
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  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○岩本浩治委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外３件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○岩本浩治委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入りますが、本日は、３密

を防ぐために出席職員を限定しておりますの

で、この場でお答えできない内容について

は、後日、文書等で回答させていただくこと

にいたしますので、御理解と御協力をお願い

いたします。 

 それでは、委員から何かありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○岩本浩治委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。 

 最後に、要望書等が３件提出されておりま

すので、参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 それでは、これをもちまして第３回厚生常

任委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

  午後０時０分閉会 
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